
第５回 国立公園ならではの宿泊施設との連携方策検討会 

日時：令和７年６月 23日（月） 

場所：TKP東京駅カンファレンスセンター 
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(２)ガイドライン改定およびガイドライン手引きの考え方について

(３)令和 8年度以降の本格運用について（案）

(４)今後のスケジュールについて
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国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン

を踏まえた試行的取組の進捗状況

資料１－１

令和７年６月２３日



１．国立公園満喫プロジェクト（背景）
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国立公園の優れた
自然環境

地域の産業の活性化
地域の持続的な発展

最大の魅力は
自然そのもの

保護 利用

地域資源として
自然の価値向上

・ステップアッププログラムの策定／満喫プロジェクト地域協議会の運営

・利用の取組の法制度への位置付け ・インタープリテーション全体計画

・利用者負担による保全の仕組作り

地域の体制作り

・ 国内向け国立公園情報サイト ・日本政府観光局サイト内国立公園一括情報サイト

・SNS／海外メディア ・旅行博 ・国立公園ブランドプロミス

・オフィシャルパートナー等民間企業との連携

自然体験アクティビティの充実

・自然体験アクティビティガイドライン運用

・アドベンチャートラベルの推進

・人材育成

・景観改善／廃屋撤去／街並み景観改善

・多言語解説／Wi-Fi設置／案内機能強化

・情報発信施設の再整備／カフェ等導入

・滞在体験の魅力向上先端モデル事業

国内外のマーケティング

受入環境の磨き上げ

①利尻礼文サロベツ

③阿寒摩周

②知床
⑦支笏洞爺

㉙阿蘇くじゅう

㉘雲仙天草

㉚霧島錦江湾
⑯小笠原

㉗西海

㉟西表石垣

㉝やんばる

㉞慶良間諸島

㉜奄美群島

⑰富士箱根伊豆

⑪日光

⑫尾瀬

⑧十和田八幡平

⑨三陸復興

⑮秩父多摩甲斐

⑬上信越高原

⑭妙高戸隠連山

⑱中部山岳
㉕大山隠岐

㉓山陰海岸
㉔瀬戸内海

⑩磐梯朝日

㉖足摺宇和海
⑳南アルプス

㉒吉野熊野

㉑伊勢志摩

④釧路湿原

⑤大雪山

⑲白山

㉛屋久島

⑥日高山脈襟裳十勝

日本の国立公園（全35公園）

国立公園の保護と利用の好循環により、優れた自然を守り地域活性化を図る

⚫ 「明日の日本を支える観光ビジョン（2016年3月）」の柱の一つに
国立公園が位置づけられ、2016年より取組開始。

⚫ 日本の国立公園のブランド力を高め、国内外の誘客を促進。利用者数
だけでなく、滞在時間を延ばし、自然を満喫できる上質なツーリズムを実現。

⚫ 地域の様々な主体が協働し、地域の経済社会を活性化させ、
自然環境の保全へ再投資される好循環を生み出す。

⚫ 2021～全ての国立公園に取組を展開。コロナ禍を経て国内外の利用者が
復活。滞在型・高付加価値観光も推進。



２．国立公園ならではの宿泊施設ガイドラインの概要
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⚫ 「国立公園における滞在体験の魅力向上」の一環として、滞在体験の拠点となる「宿泊施設」を核
とした「感動体験の提供」や「保護と利用の好循環」の推進を目的に取組を実施。

⚫ 「国立公園ならではの宿泊施設」として目指したい姿（「理想像」）について、まずは共通認識を持
つ事を目指し、有識者による検討会を経て、「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン（1.0版）
を策定。

⚫ 「国立公園ならではの宿泊施設」に有してもらいたい機能・役割をチェックリスト形式で設定してい
る。

⚫ 本ガイドラインを活用し、本格運用に向けて段階的に取組を行っていく予定。

段階的な取組のイメージ「国立公園ならではの宿泊施設」の理想像



２．国立公園ならではの宿泊施設ガイドラインの概要
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⚫ 「国立公園ならではの宿泊施設」として有してほしい機能・役割は大きく３項目。
⚫ 各項目では「目指す水準」に応じて、「コア項目」と「ステップアップ項目」を設定。

機能・役割の項目 設定した趣旨

１．環境と社会の
      持続可能な
発展に関する
機能・役割

１－１．環境負荷の総量削減に係る取組の実施
（１）環境負荷の総量削減に係る取組の実施

⚫ 国立公園の自然資本の維
持のためにも、事業継続
の基盤となる地球・社会
環境への配慮が重要。

⚫ 文化等の維持や、住民への
協力など、地域社会の持続
可能な発展への貢献も重要。

１－２．地域社会への貢献
（１）地域への理解と、取組への参画
（２）地域社会の経済循環への貢献

２．国立公園の
保護と利用
に関する

      機能・役割

２－１．国立公園の自然環境保全及び利用環境整備
（１）利用者への普及啓発
（２）自然環境保全又は利用環境の整備・管理

⚫ 感動体験の提供を持続可能に
行うため、宿泊施設自身がそ
のことに関わること、また、
感動体験を支える「自然環境
の保全」にも参画を期待。

２－２．国立公園ならではの感動が得られる
            自然体験アクティビティの提供
（１）取扱うアクティビティ
（２）利用者への情報発信
（３）アクティビティへの参加申込
（４）アクティビティの開発・実施
（５）ガイド人材の育成

３．取組の実効性の確保 ⚫ １．、２．の実効性を高め、持続させる取組。

目指す水準 趣旨

コア項目
⚫ 「国立公園に立地する宿泊施設」として全ての宿舎事業者の達成を推進する項目。
⚫ 自然に負荷をかけない基本的な取組や、経営規模や立地条件によらず、取組み可能な内容を設定。

ステップアップ項目
⚫ 「理想像」を目指すために、少しでも多く実施されていることが望ましい項目。
⚫ 本項目を満たす宿泊施設を拠点として、より高付加価値な滞在体験の提供につながる内容を設定。

食品残渣のたい肥化の取組
（黒川温泉観光旅館協同組合）

売上の一部を自然環境保全に寄付する土産物
開発（五千尺ホテル上高地／上高地ホテル白
樺荘）



３．試行的取組の実施内容
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⚫ 令和６～７年度にかけて、ガイドラインを踏まえ、試行的取組を実施。

＜目的＞

・国立公園ならではの宿泊施設を目指す取組のモデルを示すこと。

・ガイドライン本格運用に向けた知見を集積すること。

⚫ 試行的取組に、環境省と連携して取り組んでいただく国立公園宿舎事業者を公募。

⚫ 試行的取組を踏まえたガイドラインの改訂も予定している。



４．連携宿舎の審査項目
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項目 内容

連携宿舎

【審査項目】

（１）ガイドラインのチェック項目を満たす割合とその熟度

⚫ ガイドラインのコア項目について幅広く大部分を満たす事が出来るか（全てのコア

項目を満たしていることが望ましい）

⚫ 追加的取組を行った上で、どの程度のステップアップ項目を満たすことが出来る

か（幅広く、より多くの項目数を満たすことが望ましい）

⚫ 特にステップアップ項目の取組内容について、どの程度の熟度で満たすことが出

来るか（国立公園の保護と利用の好循環への高い貢献があることが望ましい）

（２）取組への理解及び積極性

⚫ 試行的取組の目的を理解し、環境省からの意見徴収への対応など理想像の具現

化と連携方策の本格運用に向けた知見の集積に積極的に協力する意思があるか

⚫ 追加的取組実施の計画が示されている場合、その内容に応じて高く評価する

（３）その他

⚫ 取得済の認証や第三者評価がある場合は高く評価する（国際・国内の認証制度に

則ったもののほか､OTA等で得ている評価も対象に含む）

⚫ 連携宿舎の審査項目は以下の通り。
⚫ 審査項目に基づき総合的に審査を行い、有識者からの助言を頂きながら、環境省で決定。



5．連携宿舎の選定と取組の進捗状況
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宿泊施設 国立公園 試行的取組

尾瀬小屋 尾瀬
【取組１】木道の修繕作業等をコンテンツとする環境保全イベントの実施
【取組２】駆除シカに係る商品化に向けた実証実験、メニューでの品目表示

第一滝本館 支笏洞爺
【取組１】地域内の連携体制構築
【取組２】国立公園ならではの自然体験アクティビティの造成

ホテルジャパン志賀 上信越高原
【取組１】地域の宿泊事業者間における地域資源の共有と整理
【取組２】地域の自然と営みにまつわるストーリーの整理

水際のCamp-Us
水際のロッジ

足摺宇和海
【取組１】地域のストーリーを発信するための資料作成
【取組２】自然環境保全費用を付加した商品・サービスの試験実施

らうす餐荘 知床
【取組１】地域との連携基盤の構築
【取組２】国立公園ならではのアクティビティ造成、提供準備

⚫ １～４を踏まえ、以下の通り連携宿舎を選定。
⚫ 取組内容の詳細、本取組で達成想定のガイドラインのステップアップ項目は、資料１－２を参照。
⚫ 各取組について、伴走支援を実施しながら取組を推進中。
⚫ 今後、有識者派遣も実施しながら、取組状況の確認と助言等の実施を予定。



1 

国立公園ならではの宿泊施設に関する試行的取組の進捗状況 

１. 施設概要及び試行的取組の内容 
施設名 ①尾瀬小屋 ②第一滝本館 ③ホテルジャパン志賀 ④水際のロッジ/CampUs ⑤らうす餐荘 

国立公園 尾瀬 支笏洞爺 上信越高原 足摺宇和海 知床 

客室数 38 室 ３８７室 ８６室 ロッジ：10 室／CampUs：15 室 20 室 

平均価格 
14,000 円 

（１人当たり、１泊２食） 
22,550～54,450 円 
（2 名 1 室、1 泊 2 食） 

７，７００～２４，０００円 
（2 名 1 室、1 泊 2 食） 

25,000～47,500 円 
（１人当たり、1 泊 2 食） 
10,000～30,000 円 
（１人当たり、1 泊０食） 

50,000～１５０,０００円 
（１泊１名） 

｟公
募
時
点
※
｠ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 

コア 
項目 ／３７ ／３７ ／３７ ／３７ ／３７ 

ステッ
プアッ
プ項目 

／４１ ／４１ ／４１ ／４１ ／４１ 

備考 
 山小屋という経営形態により

ステップアップ項目のチェッ
ク対象数自体が少ない。 

 ステップアップ項目のチェック
数の増加を本取組で支援。 

 ステップアップ項目のチェック
数の増加を本取組で支援。 

 ステップアップ項目のチェック
数の増加を本取組で支援。 

 未開業のため、コア項目、ステ
ップアップ項目ともに実現想
定としてチェックを実施。 

取
組
１ 

取組 

内容 

木道の修繕作業等をコンテンツと
する環境保全イベントの実施 

地域内の連携体制構築 地域の宿泊事業者間における地域
資源の共有と整理 

地域のストーリーを発信するため
の資料作成 

地域との連携基盤の構築 

 尾瀬の木道 桟
さ ん

木
ぎ

打ちを行うイ

ベントの試行実施 

 

 アクティビティ開発も視野に入れ

た地域内関係者との連携体制構

築 

 地域の宿泊事業者間での地域資

源（歴史、文化、自然資源と関係

する取組）の共有・整理 

 地域のストーリーを整理・発信す

るための基礎資料の作成 

 関係者との連携に向けた意見交

換会の実施 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
項
目 

取
組
で
達
成
す
る 

 2-1-（２）（S）宿泊客などの利用

者が国立公園の自然環境保全に

参加する機会を設けている 

 2-２-（４）（S）宿泊施設自らまた

は地域の事業者、観光協会等の

団体と連携してアクティビティを

開発し、提供している 

 1-2-(1)地域への理解と取組へ

の参画 

 

地域とのより深い連携について、「1-

2-(1)(S)国立公園に関係する協議会

に参画している」以外のステップアップ

項目の設定が必要。※R７年度検討 

 2-２-（１）（S）地域におけるストー

リーが整理されており、情報発

信、アクティビティ実施の際等

に、利用に対してそのストーリー

を伝えている 

 

 2-２-（１）（S）地域におけるストー

リーが整理されており、情報発

信、アクティビティ実施の際等

に、利用に対してそのストーリー

を伝えている 

 

 

 1-2-(1)地域への理解と取組へ

の参画 

 

地域とのより深い連携について、「1-

2-(1)(S)国立公園に関係する協議会

に参画している」以外のステップアッ

プ項目の設定が必要。※R７年度検討 

取
組
２ 

取組 

内容 

駆除シカに係る商品化に向けた
実証実験、メニューでの品目表示 

国立公園ならではの自然体験アク
ティビティの造成 

地域の自然と営みにまつわるスト
ーリーの整理 

自然環境保全費用を付加した商
品・サービスの試験実施 

国立公園ならではのアクティビテ
ィ造成、提供準備 

 捕獲されたニホンジカを活用し

たメニュー開発と利用者への提

供に向けたスキーム作り 

 メニューへの品目、背景の表示 

 自然環境保全の要素を盛り込ん

だ自然体験アクティビティの造成

（夏冬で各１件） 

 【取組１】で整理した地域資源にま

つわるストーリーを、ストーリーブ

ック等として整理し発信 

 自然環境保全費用を付加したサ

ービスの仕組み構築 

 地域事業者と連携したアクティビ

ティの開発 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
項
目 

取
組
で
達
成
す
る 

 １‐２（２） （S）地産地消につい

て、具体的な使用品目や割合等

の情報を開示している 

 2-１-（２）（S）宿泊客などの利用

者が国立公園の自然環境保全に

参加する機会を設けている 

 2-２-（１）（S）地域において、イン

タープリテーション全体計画が策

定されており（又は策定予定）、ア

クティビティとインタープリテー

ション計画が連動している（又は

予定がある） 

 2-１-（２）（S）宿泊客などの利用

者が国立公園の自然環境保全に

参加する機会を設けている 

 2-1-(2)(S)土産物や宿泊プラ

ン等に自然環境保全に必要な費

用を付加した商品を販売し、その

売り上げの一部を立地する国立

公園の自然環境保全の活動等に

還元し、その情報を来訪者にも提

供している 

 2-2-(3)(S)アクティビティの参

加申込みを受付けている 

 2-2-(4)(S)宿泊施設自らまた

は地域の事業者、観光協会等の

団体と連携してアクティビティを

開発し、提供している 

※各連携宿舎とチェック項目の確認を進めており、今後変動がある見込み。 

34 36 32 36 36

12 23 23 27 37

資料１－２ 
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LINE 本文ページ

ガイドライン改定版及びガイドライン手引きの考え方

１．ガイドライン（１．０版）の課題

資料２

⚫ これまでの試行的取組等を踏まえ、ガイドラインの運用における課題を以下の通り整理。

⚫ 課題の整理においては、選定事業者等へのヒアリングも実施。

⚫ ガイドライン1-2（１）地域への理解と取組への参加について、国立公園に関係する協議会への参画以外に、より
進んだ地域連携を評価するステップアップ項目が必要

⚫ 景観保全について、自然公園法の規制に加え、更に積極的に取り組む施設を評価するステップアップ項目が必要

⚫ チェックリストの各項目について、チェックの可否が判断できるような説明文や例示が必要

➢ 各項目について、どこまでの熟度で達成すればチェックをしてよいか

➢ 一部の宿泊客（団体旅行等）のみに提供される内容でもチェックをしてよいか

➢ グループ内関連事業者が実施する項目について、宿泊施設の立場としてチェックをしてよいか など

⚫ チェックリストの一部内容は山小屋などの施設形態や立地条件によって実施困難、不可能な項目がある

➢ 電気自動車への対応が困難

➢ 既存施設においては、環境に配慮した施設設計を追加で行う事は困難 など

→ ガイドライン改定及びガイドラインの内容を補足する「手引き」の作成を実施



2

LINE 本文ページ

ガイドライン改定版及びガイドライン手引きの考え方

２．ガイドライン改定及び手引き作成のポイント

ガイドライン改定 ガイドライン手引き

⚫ チェックリストの項目の妥当性を確認

➢コア・ステップアップ項目の見直し等の精査（例え
ば、地域連携に関する取組、景観保護に関する取
組等を評価できる項目の追加）・・・【論点①】

➢規模、立地特性などを踏まえ、チェックリストの達
成条件の付与を検討（考え方や例示は手引きに記
載）・・・【論点②】

⚫ 本格運用に向けた内容の精査（ガイドライン策定によ
り目指す内容の更なる具体化、本格運用の方法等）

⚫ 現行ガイドラインに記載の例示、コラムはガイドライン
手引きに移行

⚫ 端的な表現に修文

⚫ 宿泊事業者がチェックリストと自らの取組を比較し、
該当・非該当を判断するための考え方や例示、解説
を記載（現行ガイドラインの例示は手引きに集約）・・・
【論点③】

⚫ コラムの充実

➢ 試行的取組を支援する宿舎事業者の取組の掲載
等

⚫ 理想像を実現するために必要なステップの例示

➢ 例えば、特に重視したいチェックリスト項目につ
いて、理想像実現に向けたステップの例示（コラ
ムと連携）・・・【論点④】

⚫ これまでの試行的取組等を踏まえ、ガイドライン改定のポイント及び手引き作成のポイントは以下の通り。

⚫ 新規で作成する「手引き」は、宿舎事業者が自らチェックリストに基づき取組状況を判断できるよう、「コア項目」
と「ステップアップ項目」の取組状況の判断基準等を示す。
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LINE 本文ページ

ガイドライン改定版及びガイドライン手引きの考え方

３．ガイドライン改定版の作成

【論点１】 コア・ステップアップ項目の見直し等の精査

（例えば、地域連携に関する取組、景観保護に関する取組等を評価できる項目の追加）

現状（１．０版）

1-2-(1)地域への理解と取組への参画

 国立公園に関係する協議会に参画している（加
盟する団体としての加入も含む）

改定版（案）

1-2-(1)地域への理解と取組への参画

 国立公園に関係する協議会に参画している（加
盟する団体としての加入も含む）

 地域関係者と国立公園の保護又は利用につい
て連携する場を組成する、または既存の会議
体等の場へ参加している。

現状（１．０版）

２-１-(２)自然環境保全又は利用環境の整備・管理

 国立公園内の利用環境を向上させるための取
組に参画・協力している（例：地域で作成した計
画に則った景観改善の取組に協力している）

改定版（案）

２-１-(２)自然環境保全又は利用環境の整備・管理

 国立公園内の景観をより向上させるための取
組を実施している（例：地域で作成した計画に
則った景観改善の取組に協力している、自然公
園法等法的規制に上乗せした景観改善の取組
を自主的に実施している）
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LINE 本文ページ

ガイドライン改定版及びガイドライン手引きの考え方

３．ガイドライン改定版の作成

【論点2】 立地特性などを踏まえ、チェックリストの達成条件の付与を検討（考え方や例示は手引きに記載）

新規に建設する施設

⚫ 国立公園内に新規に建設する宿
泊施設を想定。

⚫ コア項目、ステップアップ項目と
もに全てのチェック項目の達成
を期待する施設。

既存の施設

⚫ 既に国立公園内に建設されてい
る宿泊施設を想定。

⚫ コア項目は全てのチェック項目
の達成を期待する施設。

⚫ ステップアップ項目は可能な限
り全てのチェック項目の達成を
期待するが、立地条件を踏まえ
た適用除外措置が施される施設。

（例：1-1(1)環境に配慮した施設
設計をしている）

山小屋などの特殊な立地

⚫ 山小屋などの特殊な立地条件の
施設を想定。

⚫ 例えば、電気・ガス・水道のイン
フラが届いていない箇所や、車
両での立ち入りが困難な地域に
立地する施設を想定。

⚫ コア項目は全てのチェック項目
の達成を期待するものの、一部
の適用除外措置が施される施設。

⚫ ステップアップ項目は可能な限
り全てのチェック項目の達成を
期待するが、立地条件を踏まえ
た適用除外措置が施される施設。
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ガイドライン改定版及びガイドライン手引きの考え方

４．手引き作成

【論点3】 チェックリストと自らの取組を比較し、該当・非該当を判断するための考え方や例示、解説を記載

（現行ガイドラインの例示は手引きに集約）

現状（１．０版）

⚫ チェックリストに例示はあるが、取組の該当・非
該当を判断するための考え方や解説は未記載。

⚫ 取組の該当・非該当を判断するために「コラム」
として取組例を紹介しているが、ガイドライン
のチェックリストの見やすさの観点から、「コラ
ム」を手引きに集約を想定。

⚫ ガイドラインには、ガイドラインの考え方、チェッ
クリストを掲載。

手引き（案）

⚫ ガイドラインのチェックリストについて、取組の
該当・非該当を判断するための考え方や解説を
記載（例示を含む）。

⚫ 特に、専門用語の解説、ステップアップ項目で
求められる取組について、分かりやすい説明を
記載。

⚫ また、「コラム」を充実し集約すること、取組イ
メージを想起させる。

チェック項目 【対応例】 【チェック基準】

⚫ エネルギーの使用量を把握した
うえで見直しを行っている

⚫ 電気、ガス、ガソリン、灯油などの
使用量を月単位で確認し前年同
期と比較している

⚫ 前年同期と比較して必ずしも減
少していなくてもチェック可能

手引きの作成イメージ
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LINE 本文ページ

ガイドライン改定版及びガイドライン手引きの考え方

４．手引き作成

【論点４】 特に重視したいチェックリスト項目について、理想像実現に向けたステップの例示（コラムと連携）

２－２．国立公園ならではの感動が得られる自然体験アクティビティの提供
（４）宿泊施設によるアクティビティの開発・実施

 宿泊施設自らまたは地域の事業者、観光協会等の団体と連携してアクティビティを開発し、提供している

Step 1 Step 2 Step 3

実施したいアクティビティを企画

➢時期、場所の設定

➢場所の選定

➢体験・実施内容の設定

➢連係が必要な関係者、必要な調整
事項の整理

※特に国立公園として配慮すべき事
項の考慮・整理が必要（規制面、保
全活動要素の付加など）

連係が必要な関係者との調整

➢訪問・オンライン会議による相談

➢必要な手続きの実施（書類作成・
提出等）

※特に国立公園としての考え方、法
令遵守、安全性の担保が必要

アクティビティの試行・見直し・販売

➢モニターツアーなどによる試行

➢モニターツアーを踏まえた内容の
見直し

➢宿泊プラン、アクティビティとして
の販売

※顧客アンケート、関係者からの意
見聴取により、アクティビティその
もののほか、保護と利用に関する
満足度や課題等も確認
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（参考）ガイドラインの概要について

参考１．ガイドラインの目的（作成時点）

⚫ 国立公園ならではの宿泊施設を増やしていくために、「全て
の国立公園の宿舎事業者にお願いしたいこと（＝コア項目）」、
「理想像を目指すために満たしてもらいたいこと（＝ステップ
アップ項目）」をとりまとめ、広く周知。

⚫ 全ての宿泊事業者が「国立公園ならではの宿泊施設」として
共通認識を持ち、全体の底上げを図るとともに、少しでも多
くの施設で「理想像」が実現できるようになることを目指す。

⚫ そのために、まずは環境省と全ての宿舎事業者が共通認識
を持つために作成。

参考２．ガイドラインの機能・役割（作成時点）

⚫ 「国立公園ならでの宿泊施設」として有してほしい機能・役割
は３項目（５つの詳細項目）。

⚫ ５つの詳細項目は「目指す水準」に応じて、「コア項目」と「ス
テップアップ項目」を設定。

⚫ これらの項目は、各国際認証基準に盛り込まれている項目を
考慮して作成。

機能・役割の項目 設定した趣旨

１．環境と
社会の持
続可能な
発展に関
する機能・
役割

１－１．環境負荷の総量削減に係る
         取組の実施
（１）環境負荷の総量削減に係る
      取組の実施

⚫ 国立公園としての
価値を提供し続け、
事業継続の基盤と
なる地球・社会環
境への配慮。

⚫ 文化等の地域資源
維持や、地域住民
への協力など、地
域社会の持続可能
な発展への貢献。

１－２．地域社会への貢献
（１）地域への理解と、取組への参画
（２）地域社会の経済循環への貢献

２．国立公
園の保護
と利用に
関する機
能・役割

２－１．国立公園の自然環境保全
         及び利用環境整備
（１）利用者への普及啓発
（２）自然環境保全又は利用環境
     の整備・管理

⚫ 「感動体験の提供」
に関り、感動体験
を支える「自然環
境保全」にも参画
し、利用者に重要
性を普及啓発。

２－２．国立公園ならではの感動が
         得られる自然体験アクティ
         ビティの提供
（１）取扱うアクティビティ
（２）利用者への情報発信
（３）アクティビティへの参加申込
（４）アクティビティの開発・実施
（５）ガイド人材の育成

３．取組の実効性の確保
⚫ １、２の実効性を高
め持続させる取組。

目指す水準 趣旨

コア項目
⚫ 国立公園に立地する全ての宿泊施設の達成を推進する項目。
⚫ 自然に負荷をかけない取組や、経営規模や立地条件によらず、取組み可能な内容を設定。

ステップアップ項目
⚫ 「理想像」を目指すために実施されていることが望ましい連携協定締結時に重視する項目。
⚫ 本項目を満たす宿泊施設を拠点として、より高付加価値な滞在体験の提供につながる内容を設定。



令和8年度以降の本格運用について（案） 資料3

宿舎事業者 （参考）先端モデル事業における取扱

既存 新規 既存（公募選定の1者） 新規（公募選定の1者）

コア項目

全て満たすことが望ましい

＜満たした場合のインセンティブ（案）＞
• マーク付与
• 宿泊施設名を一覧で公開

ステップ
アップ
項目

＜満たした場合のインセンティブ（案）＞
• 表彰
• 国立公園オフィシャルパートナーとのマッチング
• 国立公園補助事業への優先採択
• 国立公園に、行ってみようHP（https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/）や日本政府観光局（JNTO）
のJapan’s National parksHP（https://www.japan.travel/national-parks/）での個別紹介

• 他インセンティブを要検討

ガイドライン運用方法（案）
⚫ 対象者は、まずは国立公園宿舎事業者として運用を開始する。
⚫ ガイドラインは既存施設、新規施設、特殊立地施設（山小屋等）がそれぞれ使い分けられるよう、パターン分けや、

適用条件の付与等を検討する。
⚫ コア項目とステップアップ項目の２段階制とし、それぞれ、満たした場合のインセンティブを付与する。

ガイドライン運用で目指すこと
◼ 全ての国立公園宿舎事業者がコア項目を満たすことで、宿舎事業者自身に保護と利用の好循環の取組に関与

頂くとともに、国立公園内に宿泊する利用者に「国立公園である」ことを伝える。
◼ また、ステップアップ項目の実施により高み（＝「理想像」）を目指す宿舎事業者の後押しを行うことで、「国立公

園ならではの宿泊施設」としての高付加価値な滞在体験の提供を目指す。

https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/
https://www.japan.travel/national-parks/


今後のスケジュールについて（R7年度） 資料４

R7.6頃 第5回検討会

・試行的取組の進捗について
・ガイドライン改定及び手引き策定について（論点）
・令和8年度以降の運用方針について（論点）

R7.12頃 第6回検討会

・試行的取組の進捗について
・ガイドライン2.0版（素案）・手引き（素案）について
・令和８年度以降の運用方針について

R８.３頃 第７回検討会

・試行的取組のレビュー
・ガイドライン2.0版（案）・手引き（案）について
・令和８年度以降の運用方針について

令
和
７
年
度

6-12月
検討会委員による御視察
（各箇所1回ずつを想定）

＜参考＞
11月頃
連携宿舎同士の意見交換会
実施予定

令
和
８
年
度

 令和７年度伴走支援
先の事後モニタリング

 必要に応じてガイドラ
インの追加検証

 ステップアップ項目を
満たすための支援等
も検討

R８.秋頃

・運用開始

R８.春～秋

・運用方針を踏まえた運用準備



参考資料１ 



 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  



 

 

 

 





 





 

 





 



 

 



 









 



 





 

 

 

 

 



 





 



 

 

 







 



 

 





 













 

 

 





 

 

国立公園ならではの宿泊施設との連携方策検討会 

開催要領 

 

 

（目的） 

第１条 国立公園満喫プロジェクト有識者会議のもとに、国立公園ならではの感動

体験の提供や、国立公園の保護と利用の好循環に貢献する宿泊施設との連携

方策を検討するために必要な助言を得ることを目的として、国立公園ならで

はの宿泊施設との連携方策検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（役割） 

第２条 検討会は、国立公園ならではの感動体験の提供や、国立公園の保護と利用

の好循環に貢献する宿泊施設との連携のために、次に掲げる事項について助

言するものとする。 

（１）国立公園ならではの宿泊施設との連携のための取組方針に関する事項 

（２）国立公園ならではの宿泊施設との連携のための具体的な方策に関する事項 

（３）その他、（１）（２）の推進に当たって必要な事項 

 

（構成） 

第３条 検討会は環境省自然環境局長から委嘱された有識者を委員として構成する。 

 

（運営） 

第４条 検討会は、座長が議事進行を行う。 

   ２ 座長は、環境省が委員の中から選出する。 

   ３ 座長は、必要に応じて、委員以外の有識者等に対し、検討会への出席を求

めることができる。 

   ４ 座長は、自らが検討会に出席できない場合、委員の中から座長代理を指名

することとする。 

   ５ 検討会は、原則として公開とし、議事については議事要旨を公開するもの

とする。なお、資料についても原則公開とするが、公開することが不適切な

ものについては座長の判断で非公開にできる。 

 

（事務局） 

第５条 検討会の事務局は、環境省自然環境局国立公園課に置く。ただし、必要が

あると認められる場合は、事務の一部を委託することが出来る。 

 

（その他） 

第６条 上記の定めのない事項で、検討会の運営に必要なものについては、別に定

める。 

 

（附則） 

この要領は、令和６年５月 10日から施行する。 
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